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社会教育労舘・労働者論の基本視角 (2) 

一一一社会教育労働縞成論に向けて一一

山田定市

1.問題の所主

小論は， さきに本誌 f社会教育研究j，第5号 0984年)に発表した「社会教脊労働・労働者論の基本

視角一一住民諸階層の学習婆求・課題を基礎にしてー-Jの続篇である。前稿では，これまでの社会教育

職員論が主として織負と学習者の対霞における職員の専門性をめぐる議論の域を出なかったことの限界

について明かにし，住民の学習活動をその展開条件をふくめて構造的に解明するためには，社会教育労

働・労働者論として組み立てることが必婆であることを指摘し，その分析の枠組みを社会教育労働の重

層構造として提示した。

小論は，この議論をさらに展開すべく， より基本的な視座にたちかえった論点整理を目指している。

他方， この主題にかかわる問題は，現実にも，教苦言政策をめぐる鋭い争点，対決点として注目されてき

ているが，その事態の本質と方向性を見定めるうえでも，以下にのべるような基本視角に立った解明が

必須になっていると考えるものである。

その争点は，いま現実にはいわゆる競時教育審議会を中心とする議論に集約的に示されているといえ

よう。磁教審が主根としていることを一義的にいうことはできないが，その最大の眼目が公教育の縮小・

蒋編にあることは疑いないところである。これは， ~国民の生活を犠牲とする軍事大国化の路線に沿った

いわゆる教育・福祉・医療の縮小・蒋綴の一環であり，その根源は，教育政策の枠内に限られるもので

はない。このことがもっぱら「生渡学習体系への移行J{l)とし、う教育の論理として諮られるとき，公教育

の縮小・再編にかかわる背景・根源はとかく見失われるかないしは軽視され勝ちである。学校教育中心

の教育体系から生涯学習体系への移行ということが，見せかけの教育の拡大・重視とはうらはらに，学

校教育と社会教育とのいずれをも含む公教育の縮小・再編を限闘としているとL、う政策の展開構造は，

ひとり教脊政策にかぎらず， 日本における図家独占資本主義の政策体系とその基調をふまえてはじめて

理解できることである。

このような背景をふまえたうえで，さらに教育政策としていわれている生涯学習体系への移行につい

て内在的な批判を行うことが必要である。

公教育の縮小・湾編(それは単に学校教育にとどまらず社会教育にも及ぶ〉は，逆に公教育以外の領

域における教育活動への期待となってあらわれる。臨教審では， このような観点から家庭，地域の教育

カへの期待が強くうち出されるのであるが，同時に民間(財界)からの教育の湾編(学校教育を含む)
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の方向も合わせて強調されぬている。この論理は教育労働にかかわっては，その専門性(職)の局限(縮小)

の論理として示される (2)

さて，このような公教脊の縮小・再編，教育労働(織)の局限・縮小の論理が根本的に批判されるべ

き論旨・内容であることはいうまでもない。げんにこれまて、の批判の重点の一つも，公教育の重要性を

強調することにおかれており，その意味で当を得た批判であったことはたしかである。しかし，他面で

は議論の少なからぬ部分が公教育の重要性を強調することに終始し，それ以外の教育活動の意、義を正し

く位置づけし評価しきれなかった， とL、う弱点を含んでし、たように思われる。とくに社会教育の領域に

おける批判的論調の大部分は， 民間の社会教育活動と社会教育行政を対立的にとらえて， 臨教審の民

間への依存の論調を否定し， その結果， 逆に民間の社会教育活動を1Eしく位置づけられなかった(そ

れはあたかも態調行革・務教審路線の是認に道をひらくという危倶も含めて)ことは否定できないであ

ろう。

それしのみではない。このような議論のやりとりの中で，一部の議論ではあるが，結局において臨教審

の論旨と軌をーにして社会教育織員の専門性を究極的に否定する議論が出されていることもいなめない

のである。(3)

いま問われていることは，多彩に展開しつつある民間教育活動も含めて，国民主体の教育・学習活動

の内実，その発展の方向と条件を明かにし，その中における公教育の位置と役割について解明すること

である。この点を小論の主題にかかわって考えるならば，社会教育における公教育の縮小・再編は，生

涯教脊政策による見ぜかけの拡大をよそおいながら，実質的に社会教脊職員，社会教育専門施設に対す

る縮小・「合理化」を強し、る方向で推進されていることに示されている。社会教育労働・労働者論は，

このような社会教育政策を批判的に検討し，論証するうえで必須の研究課題である。以下ではこのこと

にかかわる主な論点に沿いながら，その分析にあたっての基本視角について述べることにする。

2.教育労働の編成に関する論点

社会的分業とのかかわりを中心に一

これまでの教育労働をめぐる主要な論点の一つは，教育織の専門性にあったということができる。さ

らにその内容は，大別して教脊職の専門性を寄定的にとらえることに力点を霞く見方と否定的にとらえ

る見方とをめぐって，それぞれの立場から多様に論じられてきた， ということができる。さらに，その

議論も，当面，資本主義体制の枠内で組み立てるか，あるいは社会(共産)主義をも見通して組み立て

るかによっては，臭った内容になっていたことはし、うまでもなし、。そのいずれもが，分業とりわけ資本

主義的分業の基本;的性格とその中における教育労働の位置づけをめぐって主に議論されてきたといえ

る。教脊労働をめぐる考察の中で分業にかかわる視角が重要書であることはたしかであり，そのような意

味で，すでに小論に先だち，本誌『社会教育研究1第61'予 0985年)I初期マノレクスの分業論一一教育
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労働・労働者論の視点にかかわって一一」として予備的考察をおこなった。この課題じたい，マルクス

の分業論のその後の展開(とくに f資本論.1)も含めてひき続き検討することが求められてL、るが，以下

では，それに関連する論点ともかかわらせながら，社会的分業との関連で基本的な分析祝角について述

べたいと思う。

第 1に，教育労働会分業とのかかわりで考予察する場合，その労働内容に立ちいる前に社会的分業の進

む中における教脊労働の位置の変化について検討する必婆がある。さらに，それは，単に教育労働にか

ぎらず，それを含む商品生産労働以外の労働の位置づけにかかわってL、る。一般に溺品生産部門を主軸

とする労働の社会的生産力の発展は，一方で、は，そのことによってこの部門に投入される労働長をたえ

ず増大させると河特に(商品生産の大量化，商品種類の増大)，他方では，まず，物質的富としての商品

の生産部門における労働の節約によって，社会的にそれ以外への労働(産業〉部門への労働の投入を可

能とし，格対的に後者の割合を増大させる。さらに，そのような労働の節約を通して，労働者の自由時

間(拘束された労働時間以外の生活時間〉を拡大する可能性をつくり出す。このことを論者によっては，

肉体労働に対する精神労働の相対的増大と結びつけて議論する場合もあるが， しかし，物質的富の生産

労働:肉体労働ととらえ，それ以外の労働を精神労働として 4義的に規定することは妥当とはいえない

(たとえば物質的宮の生産にも精神労働が伴うことは明かである)。しかし，物質的富の生産における労

働の節約が一義的に肉体労働の節約に結びつかなし、とはし、え 総じて 技術の発達を基礎とする労働の

社会的生産力の発展が， さまざまな生産部門や労働部門における精神労働の比重を相対的に高めること

を基本的動向とする労働の社会的編成，ひいては社会的分業の構成の変化をひき起すことは否定できな

L 、。

このような社会的分業，労働の社会的編成の変化は，ーと述のように夜接には物質的復の生産における

労働の節約を基礎とするが，それと同時に， 自由時間の拡大の可能性と関連して，さらに，労働者の生

活の社会化の進行のもとでは，生活にかかわる労働が社会的労働として位霞づき増大する一生活にかか

わる私的労働(ニ家庭内労働〉の社会的労働への転化は生活の社会化の葉要な内笑の一つである こと

とも深くかかわっている。教育，福祉，医療などをはじめ広く生活にかかわる労働が社会的労働として，

したがって社会的分業の一環として佼置づき増大する。このような労働の中で，その一環として教育労

働が位績づき，しかも，相対的に増大するのであるが，このことは，資本主義のもとにおいても労働の

社会的生産力の発展を基礎として進行する歴史的に必然、の傾向である(臨教審の公教育の縮小・再編

路線はその中に教干苦労働の圧縮を含み，その意味でこれに逆行する〉。

第2に，教育労働の内実にかかわる前提条件のーっとして，生活にかかわる労働の位置と性格に関連

して，次のことに注目しておかなければならない。それは，教育労働の内突が，生活にかかわる労働で

あるために，物質的富の生産における労働が直接的生産過程に拘束され，実質的にも形式的にも全面的

に資本に包摂された労働であるのとは呉り，たとえ部分的にではあっても，労働者が主体となって，な

いしは労働者の婆求をある程度反映さぜる形で，労働内容を編成する可能性を有する， という点につい
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てである。とりわけ，教育労働や福祉・医療労働は，その自主的編成の可能性を相対的により大きく有

しているとみることができる。むろん，たとえば教脊・福祉・医療事業が資本制企業によって営利的に

営まれる場合には，そこにおける教育労働，福祉・医療労働もまた資本によって編成される。しかし，

その場合であっても， これを資本制商品生産の直接的生産過程における労働編成と全く同ーとみなすこ

とはできないであろう。とくに生活にかかわる労働が労働者の自由時間に基礎を掻く労働として，さら

に生活にかかわる労働者の共同労働(たとえば協同総合労働〉として，労働者が労働内容を主体的に編

成する場合には，資本制商品生産の霞接的生産過程における労働のように資本の支配が渡接に及ぶわけ

ではない。

ところで，第3に，労働の社会的編成は，その圧倒的部分が労働市場を媒介とする労働力の配置を通

して行われる(労働時間、労働の強度などが変化するので労働と労働力が主量的に正比例するわけではな

いが〕。ここでとりあげている教育労働(や福祉労働)も基本的には労働市場を介在してその社会的配置

が決まるのであるが，労働市場が規定条件のすべてではない。教育労働や福祉・医療労働に端的に示さ

れるところの生活にかかわる労働が，たとえば公務労働として配援される場合，その基底において労働

市場における経済法則が貫きつつも，さらに具体的には，政策と関民の要求との対抗関係の中できめら

れるというー闘を有している。このことは，かりに，部分的とはし、え，たとえば教育労働や福祉・医療

労働においては，その社会的編成が単に市場(経済)法郊によってではなく，関民や政策主体の意志、に

よって変化しうることを示している。 L、し、かえれば，たとえば教育労働や福祉・駁療労働は，日差史的に

はそれが増大しうる客観的条件のもとにあると同時に，まさにそのことを基礎にして実践的に増大させ

うる(掴民による自主的編成の〕可能性を有しているのである。

そこで，以上のベてきたことを基礎にして，さらに教育労働の内実についての検討に入らなければな

らない。この点が第4の論点となる。たとえば，岡村達雄氏は，教予苦労働もまた資本主義的分業の一翼

に佼置するとして，その資本主義的性格を一義的に強調し，教育労働が教師によって担われ専門職とし

て固定化することの妥当性を理論的・実践的に喜子定する。それを肯定することは資本の教育政策に追従

することを意、味するというのである。同また，論旨はまったく異るのであるが，芝田進午氏は，教育労働

について，資本主義社会における肉体労働と精神労働の分裂の克服=統一， とし、う立場から，窮極的に

は(社会主義，共産主義のもとでは)，すべての労働者が全面的に発達した生産的労働者となり，その中

で教育労働をも担うようになるので，分業の康物としての教育労働者は止揚される(つまり専門的職業

としての教師は不望書となる〉と説く。(5) 悶氏の主張は，その論旨のちがし、にもかかわらず，窮極的に教育

労働の専門性を否定する点では共通している。

このような論点にかかわって，教育労働の内実にたちいって議論する前に，教育労働の社会的配置の

基礎となる教育施設についてふれなければならなし、。たとえば，芝国氏の場合，分業の産物としての教

育労働者の止揚としづ主張は すべての工場(職場〉が教育的機能を果すことを通して翻有の教育施設

が不要となるということと対になった見解になっている。つまり，分業の止揚は，問時に教育専門施設
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の止揚に通じるのである。ところで，芝田氏に見られるようなこのような見解の中には，分業の理解を

めぐるいくつかの混迷がみられるように思う o そのひとつは労働の分割と生産(部門〕の分割との伺一

視である。かりに分業が止揚されても，たとえば人類が食糧を消費するかぎり，食糧生産が生産部門の

社会的構成の中でひとつの独立した生産部門としてなりたつということには変りがない。教育施設の存

立についても同様なことがL、えるのであって，教育専門施設の存立を否定する論拠は，当面，社会主義

社会の中でも見出すことはできない。その存立を安定することは，労働の分割の論理で生産(部門〉の

分割を同列に律し，前者の止揚が後者のi上揚に通じる， という単純な推論にすぎないといえよう。

このこととかかわって，ふたつには，労働の分割と労働の配分との区別についての吟味が必要である。

上述したように生産部門の構成が生産力の社会的編成にとって不可欠であるとすれば，それに見合った

労働の社会的配分(それは社会主義の初期には労働力の配分とLづ形態をとる〕もまた不可欠であり，

それは人類社会の自然法則であって，生産の社会的形態によって一義的に条件づけられるものではない。

このような意味における労働の社会的配分は，特殊化された労働の存在を基礎とする労働の分割とは区

別されなければならなし、。しかも，そのような区別の物質的基礎は，すでに資本主義のもとにおける機

械制大工業によって与えられる。機械制大工業はマニュファクチュアのもとにおける骨化した分業をう

ちくだき， r労働の転換，それゆえ労働者の可能な限りの多面性を一般的な社会的生産法刻として承認J(6)

する。この段階で労働の転換が自然法則となるような物質的基礎が作られるのである。機械制大工業の

もとでは，分説され特殊化されるのは，労働ではなく機械体系そのものなのであり，労働者は，すくな

くとも技術的には，客観的に編成された労働手段や労働過程に対して流動的に配分される。この過程で，

相異なる労働の転換と結合が絶え間なく進行するのである。

四つめの問題として，機械制大工業のもとで，生産の総合機械化とオートメ化が進行する中で，全体

的な技術行程を見渡しながら行われる多職種の兼担が，将来的な展望とかかわって，分業の廃絶に結び

っくのか，それとも多職種の兼担という新しい職業的分業の発生・展隠を示すものであるかは，議論の

分かれるところであるが，この点は，社会主義諸国の箆街している現実についての正確な認識と科学的

澗察を不可欠とすることであって，単なる推論にとどまることはできない問題である。(7)

さらに閉つめの問題として，分業の廃絶を一義的に精神労働と肉体労働の区別の解消に結びつけるこ

とも妥当とはし、えないであろう。肉体労働と精神労働は，現に資本主義的分業のもとにあっても部分的

には相互に入りくんで存在しているのであって，このことは決してただちに分業の廃絶に結びついてい

ないばかりか，かえって，新たな労働の分説をつくり出している。労働の分割ということが廃絶の対象

となるのは，まさにそれが階級の分化・対立の基礎となるからであり，それゆえにその廃絶に向けて，

肉体労働と精神労働の社会的統括が目ざされ，労働者がその主体となることが笑践的思擦となるのであ

る。労働者が主体となった社会的統括のもとで，労働の社会的配分が行われるとき，それはもはや労働

の分割とは異なるものである。また，労働者が主体となった社会的統括のもとで，労働の自由な転換さど

基礎として，労働者がある専門労働を主要な労働として位置づける(したがって副次的な他の労働と結
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合して〕ことは社会的にト分許容されることであるといえよう。

このような客観的基礎のうえに立って考えるならば，資本主義のもとで克服されるべきは，労働の社

会的配分が分業(労働の分割〉を基軸に行われる， ということであって，生渡部門の編成を基礎とす

る労働編成の中に位置ついている専門労働そのものではない， といえよう O

第5に，教予苦労働の内実にかかわる論点についてふれなければならない。従来，このことは， I教育職

の専門性」として議論され，さらにそのことが労働の分部ニ分業，と結びつけて論じられてきたのて、あっ

た。しかし，すでにのベた論点からも明かなように，教育労働の性格は，これを単に分業と直結して議

論するだけでは不十分であり，さらにこれを専門性に局限することも妥当とはし、えないのである。

ーと記の点にかかわっては，少なくとも次の視座を見落すわけサこはゆかない。ひとつには，教育労働の

総合的性格についてである。人間の発達，人格形成にかかわる労働は， これを特定の分割された労働過

程の下での労働の分割とまったく同一に性格づけることはできなし、。人聞の発達，人格形成を総体とし

て認識し，そのうえに成立する教育労働は，それ自体総合的性格を有し，その遂行のために統括的力量

宏求められることになる。さらに教育労働の総合的性格にかかわって研究労働との不可分な結合につい

てものべておかなければならなし、。端的にいえば，教育労働としての内突を豊かに発展させるうえでは，

研究活動(労働〉が不可欠である。研究のともなわない教育労働は十全なあり方とはし、えない。このこ

とを，教育労働と研究労働の結合というか，あるいは教育労働の中に研究労働を内包するというかは，

なお検討の余地があろうが，さしあたり，その不可分な関係をここでは指摘しておこう。

ふたつには教育労働の築面的・組織的性格についてである。教育労働にかぎらず，資本主義のもとに

おける社会的労働の編成は，分業・協業安基礎とする労働過程の組織的編成を基礎とする。その意味に

おいて教育労働もまたその例外ではありえないのであるが， とくに教育労働の場合には，人間の発達，

人格形成が偲人的活動を越えて，集団的，社会的に行われることにともなって，教育労働も集団的，組

織的性格を有することになる〔島出修一氏は，これに類した論点を社会教育労働にかぎって提示してい

るが，これは社会教脊労働に限定されるべきではなしう。(8)教的集団の形成や，教師集団と教師以外の学

習者の集聞の組織的関連も不可欠となるのである。三つめには，教育労働と教育関連労働の結合とそれ

にもとづく教脊労働の重層的性格についてである。たとえば，教育施設としての学校の存立・運営を考

えた場合，それは教師のみによってなり立つわけで、はなく，学校事務労働者，給食調理員をはじめとす

る各種の労働の存在を不可欠とし，それに住民の活動(たとえばPTA活動〕も加わって，教育労働(活

動)が蒙層的に存在することになる。このことは，教育施設を基軸とする教育労働編成の重層構造とい

L 、かえることもできると問符に，さらには教育施設を基較とする労働力の編成にみられる重層構造とす

る見方もできょう。いずれにしても，より精綾な検討を芸をする賠題である。これらをふまえて，さらに，

4つめの視座として，教育労働および教育関連労働の社会的編成(配分)が民主的に行われる可能性があ

る，ということにも着目することが重要である。むろん，このことは教育労働の社会的編成をめぐる対

抗関係を前提としている。教育労働の資本主義的性格は，資本の教育政策を基軸とする強し、統制のもと
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におかれ，資本主義下の賃労働が例外なく蒙る労働疎外も教育労働者に容赦なく襲いかかるのであるが，

それでもなお，教育労働の社会的編成にあたっては，教育労働者自身も含めて学習主体が民主的にかか

わりうる可能性を他の労働よりは相対的により大きく有している。それは，教育にかかわる労働過程が

資本主義的商品生産工場におけるように，資本による直接的支配のもとにないということが一つの条件

となっており，さらに，その労働の内突が労働者・住民議階腐の生活過程(資本の直接的支配のもとに

はなしつを基礎に形成される学習要求にもとづし、て規定される可能性を有しているからである。当然の

ことながら，その際，民主的編成としての内実がどの程度実現するか， ということは，階級対立を基礎

とする彼我の力関係によって決まるといえよう。

以上のべた論点ないし視座をふまえるならば，教育労働についてその社会的・構造的関連をふまえる

ことなく，その国有の専門性に限って議論するとしづ従来の多くの研究のあり方はかならずしも妥当と

はいえない，といえよう。また，教育専門職の存廃を，分業の廃絶をめぐる議論と夜結することも議論

の範閥を局限することになる。教育労働の配分とその内実は，社会的労働編成の中で規定されると河持

に，労働者・勤労諸階層の主体的条件とかかわって可動的である， とみることができる。

3.社会教青労働の重層構造

前節では教育労働の基本的な性格と構造を明かにするうえでE重要と思われるいくつかの論点について

のベた。この節では，このことをふまえて， さらに社会教育労働の性格と構造について深めるべき論点

を提示したいと思う。その際，従来の社会教育職員論(労働論)が教育労働の基本的性格との結節点を

持たないままに独自に議論されてきたきらいがあるので，むしろ， ここでは，まず，社会教育労働を教

育労働の一環として位置づけ，その具体的内実を教育労働の基本的性格をふまえて解明する，という見

地に立つことが重要である。

ちなみに，これまでの社会教育職員論(労働論〉の多くは，その局限された専門性の把握のゆえに，

社会教育関連労働や住民(学習主体〉の縞広い教脊活動をましく位置づけることができなかった。たと

えば教育労働との接合性に関していえば，島問修一氏の論旨がこれにかかわっている。同氏は，社会教

育労働論として多くのすぐれた論点を提示しているが その性格規定に関しては，社会教育労働を「成

人の教脊・学習活動の組織化の援劫をとおして，学習者自身にその権利性への自覚とそれを社会的に保

障さぜるカを育てることJ(8)と規定しているため，たとえば社会教育における学校教員の講師としての役

割は，社会教育労働に入らないことになってしまう。このことから，社会教育労働ではないが教育労働

である， とし、う不連続な労働の規定にならざるをえなし、。このようにしてまで社会教育労働を局限して

規定することが果して必要であろうか。社会教育労働もまた教育労働である，という自朔の壊にたつな

らば，教育労働との接合点のない社会教育労働の規定は，それじたい，その構造・性格に関する解明を

いちじるしく制約することになろう。
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従来の社会教育職員論・労働論の狭さは，主としてその対象の限定と専門性の限定的な把握にもとづ

いている。そして，その双方にかかわって共通しているのは，社会教育職員(労働者〉と住民(学習主

体)とを区別し対援する考え方で£る。両者を単に区別・対置する限りでは，その関連構造を解明する

ことに制約を伴うことは避けられないといえよう。

まず，対象の限定についていえば，従来の社会教育職員論(労働論〉では，公民館を中心とする公民

社会教育主事にその議論の重点がしぼられ，他の社会教育施設の職員，たとえば図書館職員，

博物館織員，体育施設職員などの解明にまで十分に及ぶことができなかった。これは，意図的に排除し

ている結果ではなく，立論の枠組みが，それを十分に包含できる内容になっていなかったことに超国し

ているとみることができょう。いま一つには議論が社会教育職員自体の職務内容の検討にしぼられてき

たため，その所属する社会教育級設の構造や地域社会における役割にまで分析の浅野が及ばなかった，

ともいえよう。さらに，実践的には，社会教育職員をめぐる現実の状況が社会教育職員の専門性を否定，

制限する方向で進展してきたため(たとえば不当配転や，職務への行政の介入)，その対抗として社会教

育職員の間有の専門伎の解明に力点が霞かれた とし、う事情も軽視できない。その意味では既往の多く

の議論の歴史的意義を否定するものではないが，それらをふまえて，さらに新たに解明すふことが求め

られているといえよう。

さて以上のような反省のうえに立ち，社会教育労働・労働者論を発燥させるためには，すくなくとも

次の論点を主主本的にふまえる必要があろう。

第 1に，社会的労働もまた教育労働の一分岐として分業の社会的編成の中で位置づけられ配分される

ということをふまえて，そのうえで社会教育労働の独自の性格と構造を解明することの重要書性について

である。社会教育労働の性格・構造は，何よりも教育労働との関連において把握されなければならなし、。

教育労働との接合点をもたない社会教育労働論は，その独自伎のみを強調する一面的議論をぬけ出るこ

とができなし、。ところで，社会教育労働の現実的な配分は主として教育行政制度によって枠づけされ社

会的配分(職種・職務，定員さらに労働市場のメカニズムを介夜して決定されているなど)，社会的分業

を基礎とする地域社会の労働配分，さらに前二者によって枠づけされた中における教育施設の構造・性

格などが重大な規定婆悶となろう。現実の(社会〉教育労働の配分と性格は，このような重層的構造の

もとで規定されているのであって，そのいずれかの側頭のみに着目するだけでは不十分である。たとえ

ば社会教育労働の内実はその綴務に関する法制的規定や職場の機構によって規定された職務内容，

などによって一義的に規定されるのではなL、。この場合，社会教脊労働は，何にもまして，まず，教育

労働としてその社会的編成にあたっての大枠が規定されているのであって，そのうえに立って，たとえ

ば教育施設が学校として位霞づけられてL、る場合には，主として学校教育労働がその主軸をなし，社会

教育施設においては社会教脊労働がその主軸をなすものとして配置されることになる。この場合，社会

教育専門施設においても，社会教脊専門労働がその主軸ではあるが，すべてこの労働によって埋め尽く

されるわけではなし、。いうまでもなく いかなる教育施設L 教育専門労働のみによって成り立つわけ
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ではなく，それらが多穫にわたる教育関連労働と併存・結合することによって，はじめて教脊施設とし

ての役割を果すことができる。その意味では，すでに前稿で指摘した教育労働の重層構造は，社会的な

労働編成においてそういえるばかりでなく，地域社会における全体的な労働編成においても，さらにまた

具体的な教育施設の内部における労働編成の構造を示す枠組みとしてもあてはまることなのである。

さらに，社会教育専門施設の多様な存在形態とその重層的構造は，社会教育労働の専門性の内突が多

様性をもつことを浮き彫りにする。公民豊富における公民館主事，博物館における 障害雲館におけ

る司警は，それぞれの社会教育施設において社会教育織員として主軸をなし(つつ重層的に存在し〉て

いるのであるが，それらの専門性を伺質・同等のものとして一律に規定できないことはし、うまでもなか

ろう。

以上のベたように，教育労働は具体的には多様な在存形態を示していると河時に，その労働編成を大

枠において規定しているのは，社会的分業の編成であり，その中で社会教育労働もまた各種の生産労働

をはじめとする他の多くの社会的労働との震謄構造を形成しながら形成・展開している。したがって，

その労働の内実もこのような他の労働との構造的関連をぬきにして，識務内容を中心とする専門性のみ

によって明かにできることではない。

第2に，上記のような労働編成の構造によって配分された社会教育労働がそれじたいとして総合的性

格を有していることについてのべなければならなし、。このことは，すでに島国修一氏らも指摘している

ところであるが，それは主として社会教育主事を念頭において社会教育労働の独自性としていわれてき

たのであった。ここでは，むしろ，すでにのべた教育労働の総合的性格を基礎にして，社会教育労働の

相対的特徴についてのべておきたい。その総合的性格は，社会教育労働に固有のものとしてではなく，

教育労働に共通ししており，その総合性の具体的内実において，社会教育労働の格対的独自性が浮き彫

りにされるからである。

さらに研究労働との不可分な関係については，すでに教育労働に共通した性格としてのべたのでここ

ではふれないが，とくにその総合的性格にかかわって学校教育労働との相対的特徴ということに関して

いえば，社会教育労働は教育労働以外の社会的労働との関連がより強くより広いということが指撤され

よう。それは，その主軸をなす学習支体の性格に由来している。社会教育の主体が主として成人である

ことは，労働主体，生活主体としての性格が学校教育における史主主，生徒，学生などに比べてより強く

前面にうち出されることになるのであり，生産(広義)・生活労働との関連の中でその総合的性格が学校

教育労働との対比でより独自な内笑を示すことになる。

第2点とかかわって，第3点として社会教脊労働の編成における重層構造についてふれなければなら

ない。すでに前橋で指摘したように，社会教育専門労働は，その形成過程で社会教育関連労働ならびに

多岐にわたる社会教育活動(労働〉がこれと結合し，全体として重層的構造を形成するのであるが，さ

らにこのことと社会教育にかかわる社会的・儲別的労働編成と関連づけて模式的に示せば図1のように

あらわすことができょう。この図の意味する内容の概要はこうである。まず，社会教育労働の社会的(支
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社会教育労働・労働者・施設の重層構造
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労働編成の中で教社会的分業，教育労働であって，として地峡的)編成を基本的に規定しているのは，

育労働がどのような位置を占め，どのような配分合受けるかということが，基底において社会教育労働の

編成を条件づけることになる。このことをぬきにして社会教脊労働が教育労働から突出して編成される

わけではない。し、し、かえれば社会教育労働は第一義的には社会教育施設に配霞された教育労働であり，

さらに教育労働としてのより具体的な内突が，社会教育施設の存立を規定する社会的(重層的)弱係の中

で条件づけられることになる。

単に労働それしじたいの有用労働としての特徴(従来いわれてきた職務内また社会教育労働の内実は，

容や専門性が深くこれにかかわる)によって一義的に規定されるわけではなし、。さらに社会教育施設の

独自な特徴によってのみ規定されるわけではなく，国 Iに示したような，社会教干苦労働，社会教育施設，

相7i規定的な輿連のもとで決定されているのいてあ社会教育労働者のそれぞれの存立の重層構造の中で，

そのこれまで，社会教育職員(労働者〉の専門伎が，このような視点、に立つならば，したがって，る。

車業務の内容(とくに法制上の規定〉をめくって議論されしかもその;域を出なかったことじたいが反省さ

図 1に示したように，社会教育労働の主たる担い手が社会れなければならないといえよう。もちろん，

社会教育労働が社会教育(専門〉施設を基底にして形成・展開しているこしかも，教育労働者であり，

この関連のみに閉じられるわけて、はない。図とはたしかであるが(図 1ではこの関係を太線で示した)，

さらに地域諸施設，地域住民の広範・多岐労働者，労働，1に示したように，社会教育に関連する施設，

相互に重層的(図に示していない入りくんだ関係も含めて〕なにわたる社会教育に関連する諸活動が，

構造を形成し展開しているのである。

上記のような社会教育労働をめぐる重層的構造が集部的関係の中で形成されること第4点としては，

この点についてもすでに教育労働の特徴として言及したが，社会教について指摘しなければならなし、。

育労働の場合にはこの特徴が相対的により鮮明に浮き彫りにされる。

がんらい，教育・学習活動が集団的活動として形成・展開されると教育労働の集開性の主な基礎は，

学校教育における教師集団の形成の条件の一つもこのことに基礎を置いて考える

このような教脊労働の基本的性格をふまえてさらに具体的に社会教育労働について考え
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るならば，その特徴を条件づけている友婆な要因は，学習主体としての住民諸務!習が学習・教育活動に

おいて集団・組織化をおこなっていると同時に，みずからの労働，生活に関連する諸組織・集団を多岐

にわたる領域において形成し，それらを基礎に協働(的活動〉が広範にしかも多彩に展開されている(労

働・生産の社会化，さらにそれを基礎とする生活の社会化を基底として)ということに求められる。そ

して， これらの諸組織・集団を基礎とする集団的諸活動が，学習・教育活動と相互に内的関連を有し，

学習・教育活動の集間的役格を条件つけているのである(労働組合運動における労働者教育運動，労働

者・農民の組織的，階級的連帯を基底とする労農学習運動，協間総合教育など〉。さきにのべた社会教育

労働の重層構造も，このような地域産業を担う労働・労働力の重層的構造と密接にかかわっている。こ

のような構造の中で，社会教資専門労働者は，教育活動に関しては中枢的な佼置を占め，社会教育労働

の中本区的な担い手としての役割を架しているのである。このことを社会教育労働にそくしていえば，社

会教育労働の重層構造の中で社会教育専門労働者はし、わば扇の要(かなめ〉としての役割を担っている

のであり， しかもこの労働が容易に他の労働によって代替しえない労働であるという点、で専門性の一つ

の特徴を示しているのである。また，学校教脊における教師集泊と同様に社会教育労働者による集団が

形成されることはし、うまでもないが，その組織化は学校教育における教師集団にもまして広範な領域に

わたる。それは住民の集司形成の契機と条件が学校教育におけるよりははるかに多彩に存複するからで

ある。社会教育労働者が地域社会におけるさまざまな組織化，組織活動においてオーカナイザーとして

の役割を果すといわれるのも，このような役会教育労働の集団的性格にもとづいている。

さて，上記のことをふまえて，第5点として指摘しなければならないのは，社会教育労働の民主的編

成の可能性と実現の条件についてである。このことについてもその基本的性格に関してはすでに教育労

働の性格にかかわってのべたところであり，その意味で社会教育労働に悶有な性格とL、うわけではない

が，社会教育労働においてより特徴的にあらわれることもたしかである。社会教育労働の編成(最と質)

は，社会的分業の進展を基底としつつも，その具体的な配分は，社会教育行政を主軸に展開される(社

会〉教育政策，地域政策による政策目標と住民の聖書求による民主的編成との対抗関係によって決定され

る。したがって民主的編成の可能性が一義的に存在するわけではなく，それ自体が社会教予言の展開をめ

ぐる対抗関係によって条件づけられているのであるが，なおそのような民主的編成の可能性が存在する

のは，教育労働が，資本に直接的に支配されていないという教育労働の性格と， さらに社会教予苦労働が

広く地域住民の労働，生活に根ざしていることを基礎としている。(9) このような理解に立つならば，これ

まで，社会教育職員論でその拠りどころのーっとされてきた社会教育職員の織務内容の法制的規定じた

いが住民諸階層の要求にもとづし、て民主的内容に改善される可能性を有していると見ることができょ

う。また，このような視点に立つならば，たとえば宮坂氏の見解に示されるような主張，社会教育労働

は学習主体としての住民の力量の高まりとともに窮主主的には不要となる，ということは，理論的にも(社

会的分業の発展の論理にそくしても)，実践的にも妥当性をもたないといえよう。側むしろ，社会教育労

働は社会的労働編成において，ますますそのウエイトを高め，住民の学習要求の高まりの中で社会教育
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労働の配分に対する要求がさらに高まり，そのことを基礎にして社会教育労働の民主的編成の可能性が

現実化することとなるのである。その燦，社会教育労働ならびに社会教育労働者を縮小の方向でとらえ

るか，それとも拡充の方向でとらえるかは，重大な分岐点となるが， このことは，社会教脊労働の編成

みめぐる対抗関係をぬきにしては正しくとらえることができないといえよう。し巾、かえれば，社会教育

民主化の課題と条件の主要な内実の一つが，社会教育労働の編成をめぐって提起されているのである。

第6点として，上記の労働編成と関連して学宮内容編成についてふれておく必要があろう。従来の社

会教育職員の専門性をめぐる多くの議論が学習主体(学習者〉との対置の中でその専門性を浮き彫りに

しようとすることに力点が驚かれてきたのは，ひとつには，その法制上の規定，すなわち「社会教育主

事は，社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与えるJ(社会教育法第9条の 3)がその主なよ

りどころとされ，この中で「社会教育を行う者」と「助言と指導を与えるJ者とを対置することが議論

のベースにおかれていたからであるといえる。さらにこのこととかかわって，ふたつには，学習内容編

成にあたって，社会教育職員がどのような役割合果すか， ということが議論の焦点となり，そのことが

もっぱら専門伎の解釈と結びついて論じられてきたといえる。学習内容編成は，学習過程における教育・

学習活動に直接かかわっており，その意味でいわば教育・学習の動態過程にかかわるいわばフ。ロセスの

問題であって， これを社会教育職員の専門性と結びつけて横断的に規定することには無理があるといわ

なければならない。学習内容が学習過程の中で編成されるとすれば，その編成主体は，社会教脊専門労

働者に局限されるものではなく，社会教育関係労働者さらには学習支体としての住民諸階謄もまた広く

しかも多様に，編成主体として位霞づくことになる。社会教育労働者は，その中で専門的カ量を発揮す

ることを求められているのであって，このことがただちに編成主体を社会教育労働者(職員)に限定す

ることに直結するわけではない。小識において，社会教育労働者の重層構造とともに社会教育労働の重

層構造についてのべ，両者の相互規定的な関係についてのべてきたのも，社会教育労働が学習の動態過

程で果す役部について分析することが必要であるとの視点に立っているからである。この視点に立つな

らば従来の議論に見られた社会教育労働の担い手と社会教育労働者(職員〉とを一義的に等置する考え

方は，局限された議論であったといえる O また，さきに指摘した社会教育労働の民主的編成の可能性は，

学習内容の民主的編成の可能性を基底としているのであって，学習内容の民主的編成が社会教育の民主

化の主要課題の一つであることはL、うまでもなし、。

4.主体形成・教育計麗化の対抗的構造

小論におけるこれまでの論旨は，社会教育労働・労働者論を展開するにあたって，従来の教育労働論，

社会教育職員論(労働議〉の中における克服されるべき論点と， これまでほとんどふれられることのな

かった新しい論点についてのべることに重点が震かれた。したがってここで提示した論点についてのよ

り詳細な解明と社会教育労働・労働者論の体系的な展開は後の機会にゆずるほかはないが，この節では，
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前節までに提示した論点をふくめて，社会教育活動の展開とその計極化をめぐる対抗的構造について概

括的にのベ，小論のまとめと今後の課題の提示に結びつけておきたいと思う。

社会教育の展開を矛盾としてとらえると Lづ見方は，社会教育研究においては決して新しいこととは

いえない。かつて小川利夫氏は，矛盾の構造を外義的矛扇(=社会教育行政〔活動〕と国民の自己教育

運動との矛盾〕と内在的矛盾(=公教育形態としての社会教脊そのものの矛盾〉川としてとらえた。この

ようなとらえ方は，その後も多くの論者によって基本的に継承されてきているといえよう。(山

この考え方は，社会教育の対抗的構造をとらえる点でひとつの前進で、はあったが，さらに社会教育の

民主化の方向と条件を探求する枠組みにまではかならずしもなりえなかった。それはひとつには，矛盾

の構造を社会教育の枠内において設定するかぎり，社会教育行政と国民の自己教育運動とは文字通り松

互に矛盾し，一方が他方を排除し合う関係としてしか把握しえないこととなるからであり，さらに，ふ

たつには，社会教育をめぐる対抗的構造を慕底において条件づけているのは，階級構造そのものであり，

さらにそれを基礎とする全体的な対抗関係を視野に入れることなしには，その変革の方向と条件を明か

にすることができないからである。臨教審に対する批判として，公教育の縮小・:再編を批判し，公教育

自体の重要性を強調することは，当然の指摘であったとしても，それとの関連において民間教育活動の

役割を正確に把握しえなかったのも，このような枠組み自体の狭さに起因するところが大きかったとい

える。

このような反省点に立ち，社会教育をめぐる対抗的構造を社会教育に局限することなく設定し，その

関連構造を解明する論壊を組みたてることが必須の課題である。図2は，この構造を概念図として示し

たものである。さらにこの中にあって，その関連構造を全体的に把握するための実体的鍵(キー〕概念

を社会教育労働・労働者論に求めたのである。それは，社会教育活動とその主体である住民諸階層の労

関2 主体形成・教育計箆イとの対抗約構造

対
抗
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働・生活過程，さらにその存立する地域社会構造合内的に結合する結節点に労働が位霞し，しかも，こ

のことを蒸礎にして社会的分業を媒介とする労働の社会的編成(民主的編成の可能性も含めて)の問題

として解明できる分析枠となりうるからである。

むろん，その本格的分析は実証分析を伴ってさらに厳密に進められなければならない。また，小論の

課題と関連して，学習内容編成を主軸とする学習過程論，教育の公共性(公務労働論とかかわって〕の

解明も欠かせない課題である。いずれも他日を期したいと思う。

設

(l) 臨時教育審議会 f教育改革に関する第二次答申j1985年，第2部，第lJ'言。

(2) 磁教審『第2次・答申t第 2部，第3Jlき，第3節。
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宮坂広{乍 r-r共生の社会教論 新たなる社会教育の理論的枠組をど求めて一JC東京大学教育学

部社会教育研究室『社会教育学・図書館学研究j，第 10号， 1986年，所収入

(4) 岡村達雄『教育労働論j，c明治国警， 1976年〕。

(5) 芝田進午 f教育労働の理論j 19.75年〉。

(6) マノレタス?資本論j，第 1巻， 512ペーシ。

(7) 中野雄策「社会主義社会における分業と階級J(藤田勇編集『講座 史的唯物論と現代 6 社会主

義j，青木蓄広， 1979年，所収)。

(8) 島臼修一箸『社会教育の自由と自治j， (青木書!百， 1985年〉とくに第I部，第1

(9) このことは社会教育労働に富有な特徴ではなく，労働の民主的綴成のi可能性は公務労働(とくに池

方自治体の公務労働)にもあてはまる。このことからも(社会〉教脊労働の性格(とくにその専門性)

をその有用性(有用労働としての性格〕によって 義的に規定できないことが明からであるといえよ

〉
ノ。

(10) 前掲，宮坂論文，参照。

(1I) 小川利夫・倉内史郎編 f社会教育議義j1969年，明治図書， 51ページ。

(12) たとえば島田修一・藤岡貞彦編『社会教育概論j， 1982年，青木議庖，第1章，第 1節。社会教育の
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